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　（仮称）鳥居平・松尾工業団地造成事業に係る環境影響評価準備書（以下「準備書」とい
う。）に対する環境の保全の見地からの意見については、次のとおりである。
　本意見に対する検討の経緯および内容については、環境影響評価評価書（以下「評価
書」という。）に適切に記載すること。

１　全般的事項
　評価書の作成に当たっては、準備書における誤植および不整合のある箇所を修正すると
ともに、できる限り平易な表現を用い、専門用語については必要に応じて注釈を加えること
などにより、住民にとってより分かりやすい内容となるよう努めること。

1,25 2,3,4 10 21 11,14

　今後の手続きを進めるに当たっては、周辺および野川下流域の地域住民や農業者、漁
業者のほか、近隣の工場等に対し、積極的な情報提供や説明を行うなど、事業内容を丁
寧に周知・説明して理解を得るよう努めること。

19,20

　本事業は工業団地の造成事業であり、立地する企業の業種、建築物等が未定であるた
め、これらの条件を想定して供用後の事業実施による環境影響評価を行っている。このた
め、想定を超える環境影響が認められる可能性のある環境要素については、事後調査の
実施およびその他適切な方法により供用後の状況の把握に努めるとともに、必要に応じて
追加の対策を検討すること。また、事後調査等を要しない場合はその理由を示すこと。

23,24

　対象事業実施区域は山林および原野が大部分を占めており、土地の改変区域には多様
な動植物の生息が確認されている。このため、生息が確認された動植物の希少性および
影響の程度にかかわらず、できる限りの環境保全措置を講ずること。

9,12 4,6

　事後調査のほか、追加で実施される対策等が立地企業、工業団地協議会等事業者以外
の者により実施される場合は、これらが適切に実施されるよう、事業者としてできる限りの
対策を講じること。

13 9,22 15

　事業実施に当たっては、各種法令等を遵守するとともに環境の保全に配慮し、必要に応
じて関係行政機関と十分に協議を行うこと。

1 1,2,3

２　個別的事項

（１）大気質

　降下ばいじんの評価について、環境の保全上の目標として設定された値はスパイクタイ
ヤ粉じんを対象とした目標値であり、過大な数値となっているため、予測結果が整合してい
る場合であっても環境影響が小さいとは限らない。このため、事業実施に際して適切な対
策を講ずること。

2

（２）騒音・振動・低周波音
　工事中の重機類稼働による騒音・振動の影響予測について、不確実性が生じる可能性
があるため、継続的なモニタリングを行うこと。その結果に応じて追加の環境保全措置を講
じる等、周辺の生活環境への影響の低減に努めること。

5 2

　供用後の施設稼働による影響を低減するための環境保全措置として、一部の区画の騒
音レベルや振動レベルを規制基準より５デシベル程度下げて施設を運用できる企業に販
売することで、対象事業実施区域の近傍にある社会福祉施設に配慮することとしている。
このため、本措置を実施した場合の予測結果を示し、有効性を明らかにすること。

6

　本事業実施により、交通量が変化し、騒音・振動・低周波音による生活環境への影響が
生じる可能性がある。このため、工事中は関係車両の通行を適切に管理するとともに、供
用後の交通量の分散化に向けた対策についても検討すること。

6 18

（３）水象
　土地利用の改変による治水の影響予測について、設置する洪水調整池の容量の妥当性
だけでなく、その効果についても予測評価を実施すること。その際、解析に用いた洪水到達
時間等のパラメータを適切に設定し、その根拠を示すこと。
　また、洪水調整池については、水生生物の移植先としての利用を想定していることから、
洪水調整機能や濁水発生防止機能を保持しつつ、ビオトープとしての機能も発揮させる必
要があることから、その管理計画を具体的に示すこと。

3 1 1 6,7

　土地利用の改変による利水への影響予測について、土地の改変前後における流域の森
林面積比率を基にした予測評価のみでなく、環境保全措置を実施したことによる影響低減
の効果を含めた予測評価を実施することが望ましい。このため、植栽した樹木等が十分生
育した状態での予測評価についてもあわせて実施すること。その際、降雨が大気へ蒸発す
ることや、農業用水として利用する時期を勘案すること。

4,5 2,3,4
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（４）地盤
　土地の安定性に及ぼす影響予測について、斜面の安定性の予測評価のために選定した

地点の根拠が不明確であるため、具体的に示すこと。また、円弧滑り計算による斜面の安

定性の予測結果については、基準を満足する結果となっているが、より確実に安定性を確

保するための対策についても検討すること。

8

（５）動物

　水生生物への影響予測について、水路の改変やため池の消失といった直接的な改変に
対する全体の評価と個別の種の評価で整合性がない部分が認められるため、修正するこ
と。

11 6

　対象事業実施区域内の緑地と周辺の森林とのつながりを残し、動物の移動経路を確保
すること。また、ロードキルの発生を防ぐため、道路にアンダーパスを設置する等の環境保
全措置を講じるとともに、その効果を確認するために事後調査を行うことを検討すること。

14,15 11

　希少種保護の観点から非公開としている猛禽類等の確認状況や予測結果等について、
できる限り記載すること。

10

（６）植物

　法面等の緑化のため実施する種子吹き付けについて、林縁部の林床植生に影響を及ぼ
す可能性があるため、その防止対策を検討すること。また、期待される効果についても示
すこと。

17 7

　供用後の樹木の植栽について、鳥類が捕食する液果植物だけでなく、森林構造を形成す
るための種を用いた植栽計画とし、その選定方針を示すこと。

16,18

（７）動物・植物・生態系

　動植物の移植について、移植先の環境が再生・整備されていることを確認し、具体的な
計画を立案した上で実施すること。継続的なモニタリングと適切な管理等を行い、移植地が
生息地・生育地として機能発揮できるように努めること。

12 13,14 6

（８）景観
　建築物の高さ等の予測条件や環境の保全上の目標が不明確であるため、具体的な内容
を示し、適切に予測評価を実施すること。
　また、予測条件を超える規模の建築物が設置される場合には、追加の環境保全措置を
実施するなど予測評価の実効性を確保するための対策を検討すること。

20 8

（９）温室効果ガス
　供用後、立地企業に要請される温室効果ガス削減に向けた対策が中長期的な視点に
立った内容のみであることから、工場設置当初から実施できる具体的な内容を追加するな
ど、より実効性のある対策についても検討すること。

21 9

　


